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ラリー競技開催規定 細則：第１種アベレージラリー開催規定 

下線部：改正箇所 

改正後 現行規定 

第１条 （略） 

  

第２条 参加車両 

１．本競技に参加できる車両は次の通りとする。 

保安基準に適合し、有効な自動車登録番号標を有する車両。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用できる

タイヤの本数および仕様を規制することができる。 

 

 

 

 

第３条～第５条 （略） 

 

第６条 参加者およびクルーの遵守事項 

オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底させる

こと。 

１．～２．（略） 

３．上記２．を除く乗員の最低年令は６歳とし、且つ身長は150cm以上とする。

第１条 （略） 

 

第２条 参加車両 

１．本競技に参加できる車両は次の通りとする。 

１）国際格式競技：ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項のグルー

プＮまたはグループＡ規定に従った車両。 

２）国内格式競技以下： 

（１）ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＲＮ車両、

ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両、ＡＥ車両またはＦ車両。なお、完全

なオープン車体構造の車両およびコンバーティブル車体構造の車両は、

同規定第１章第１条総則におけるハードトップの装着は免除される。 

（２）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、2002年12月31日以前に運輸

支局等に初度登録され、かつ 2002 年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリ

ー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）。 

２．ＦＩＡまたはＪＡＦの認定する選手権競技を除き、オーガナイザーは特別

規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改造範囲をさ

らに制限することができる。 

３．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用できる

タイヤの本数および仕様を規制することができる。 

４．外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路交通に

関する条約（1949年、ジュネーヴ）等で規定されている要件を満たしてい

ること。 

 

第３条～第５条 （略） 

 

第６条 参加者およびクルーの遵守事項 

オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底させる

こと。 

１．～２．（略） 

３．上記２．を除く乗員の最低年令は６歳とし、且つ身長は140cm以上とする。
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なお、乗員が20歳未満の場合、親権者または保護者から搭乗に関する同意書

を取得しなければならない。 

４．～18．（略） 

 

第７条 （略） 

 

第８条 本規定の施行 

本規定は、2026年１月１日から施行する。 

以上 

 

なお、乗員が20歳未満の場合、親権者または保護者から搭乗に関する同意書

を取得しなければならない。 

４．～18．（略） 

 

第７条 （略） 

 

第８条 本規定の施行 

本規定は、2022年１月１日から施行する。 

以上 
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１種アベレージラリーの区間距離表推奨様式 

【略】 

１種アベレージラリーの区間距離表推奨様式 

 

1. ＣＰ／ＰＣ欄：チェックポイント、速度変更地点（パスコントロールポイン

ト）、補正地点等を記入 

2. コマ図欄：コマ図番号を記入 

3. 積算距離欄：スタートからフィニッシュまでの積算距離を記入 

4. 道標欄：道路標識等による速度制限がある場合にはその数値を記入 

5. 区間距離欄：①区分１：各区間の距離を記入 

②区分２：チェックポイント／速度変更地点間等の距離を記入 

③区分３：チェックポイント間の距離を記入 

6. 指示速度欄：チェックポイント／速度変更地点間等の指示速度または指示時

間を記入 

7. 所要時間欄：チェックポイント／速度変更地点間等の所要時間を記入 

8. 通過時刻欄：１号車の通過予定時刻を記入 

9. 備考欄：特記事項を記入 

 

 




